
むつ市余裕期間制度実施要綱

令和 ６年１１月２７日

むつ市告示第２１６号

（趣旨）

第１条 この要綱は、市が発注する土木工事において、受注者の円滑な工事施工体

制の確保に資するため、技術者の配置を猶予し、労働者の確保や建設資材の調達

ができる余裕期間を設定した契約方式を実施するに当たり、必要な事項を定める。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

⑴ 余裕期間 契約締結日の翌日から工事開始日の前日までの期間をいう。

⑵ 実工期 工事開始日から工期の終期までの期間で、準備工事から後片付けま

でを含んだものをいう。

⑶ 工事開始日 受注者が決定する実工期の開始日をいう。

⑷ 工事の終期 受注者が決定する実工期の最終日をいう。

⑸ 全体工期 余裕期間及び実工期を合わせた期間をいう。

（対象工事）

第３条 余裕期間を設定する工事は、原則設計上の工期が、次年度末日を超えない

全ての工事を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

限りではない。

⑴ 緊急を要する工事

⑵ 竣工日又は供用開始日等が定められている工事

⑶ 設計変更又は工事中止による工期の大幅な変更等が予想される工事

⑷ その他市長が適当でないと認める工事

（工期及び余裕期間の設定）

第４条 工期及び余裕期間は次の各号により設定するものとする。

⑴ 市は、あらかじめ余裕期間、実工期及び全体工期をそれぞれ設定するものと

し、実工期については標準工事日数又は積上げにより適正な期間を確保しなけ

ればならない。

⑵ 市は、１２０日を超えない期間を余裕期間とすることができ、原則として、



３０日、６０日、９０日及び１２０日の中から設定する。ただし、１２０日を

超える余裕期間を設定する必要がある場合、市はその理由を整理の上、必要な

余裕期間を設定することができる。

⑶ 受注者は、請負契約を締結した翌日から市が設定する余裕期間内の任意の日

を工事開始日として設定し、工事開始日に係る届出書（様式第１号。以下「届

出書」という。）により契約締結前に市に通知しなければならない。

⑷ 受注者が工事を行う際の実工期は、工事開始日から始まるものとし、その日

数は、発注者が設定した実工期の日数とする。

（余裕期間内の取扱い）

第５条 受注者は、余裕期間内において主任技術者又は監理技術者及び現場代理人

を工事現場に配置することを要さない。

２ 受注者は、余裕期間内における労務の手配（下請契約を含む。）及び工事現場

に搬入しない資材等の準備について、受注者の責により行うことができる。

３ 余裕期間内の現場管理は、市の責において行うものとし、受注者は資材の搬入

及び仮設物の設置等を行ってはならない。

（対象工事等の明示）

第６条 市は、余裕期間を設定する工事の競争入札を実施する場合は、当該入札に

係る公告、指名競争入札通知等に余裕期間を設定する工事であることを示すもの

とする。

２ 市は、余裕期間を設定する工事の入札に係る仕様書等に次の各号について示す

ものとする。

⑴ 全体工期

⑵ 余裕期間

⑶ 実工期

⑷ 前条第１項から第３項までの規定に関する事項

（契約関係の取扱い）

第７条 余裕期間制度を実施する場合における市及び受注者の契約関係の取扱いに

ついては、次のとおりとする。

⑴ 工事請負契約書に記載する工期は、契約締結日の翌日から工事の終期までと

する。

⑵ 受注者は、工程表に前号の工期を記載することとし、工事請負契約書の規定

に従い市へ提出するものとする。



⑶ 受注者は、工事着工届及び現場代理人及び主任技術者等の届を、工事着手ま

でに市へ提出するものとする。

⑷ 受注者は、工事開始日以後から前払金の支払を市に請求することができる。

ただし、当該工事を実施した年度内に前払金を支払わない工事については、こ

の限りでない。

⑸ 契約保証の期間は、第１号に規定する工期と同じ期間とする。

（工事開始日等の変更）

第８条 受注者は、届出書に記載した事項を変更しようとする場合は、市と協議の

上、変更事項を記載した届出書を市に提出しなければならない。

２ 受注者は、その責によらない場合を除き、第４条第１号により市が設定した全

体工期を超えて工事の終期を変更することはできない。

３ 第１項に定める協議により工事の終期を変更する場合は、市及びび受注者は、

当該内容について契約の変更を行うものとする。

（積算関係の取扱いと経費の負担）

第９条 市の工事費の算定に当たっては、余裕期間を設定しないものとして、実工

期を基本に算出するものとする。

２ 受注者が選択した工事開始日により実工期の冬期率が変更となった場合は、実

工期の冬期率に応じて現場管理費の冬期補正等の設計変更を行うものとする。

（補則）

第１０条 この要綱に定めのない事項については、市と受注者とが協議の上定める

ものとする。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。


